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１ 地区の概要 

項  目 内   容 

名  称 御津
み と

１区（２期） 

所 在 地 豊川市御津町御幸浜二号地 

分譲主体 愛知県企業庁 

分譲面積 約１３．６ha 

現  況 造成済み 

引渡時期 ２０２３年６月以降（予定） 

アクセス 

東名高速道路音羽蒲郡ＩＣから約９．５ｋｍ 

東名高速道路豊川ＩＣから約１３．５ｋｍ 

国道２３号バイパス豊川為当ＩＣから約２ｋｍ 

ＪＲ東海道本線愛知御津駅から約１．５ｋｍ 

港  湾 
地区内に御津埠頭１号岸壁（－５．５ｍ）あり 

三河港神野地区から約１２．５ｋｍ 

上 水 道 

豊川市上水道供給地区 

※詳細は、豊川市上下水道部水道整備課にお問合せください。 

（電話：０５３３‐９３‐０１５３） 

工業用水 

東三河工業用水道給水区域 

※詳細は、愛知県企業庁東三河水道事務所配水課送水・配水グルー

プにお問合せください。（電話：０５３２‐６１‐２８３９（直通）） 

排水条件 
立地企業が排水基準以下に処理後、排水 

※別途、排水管理者（豊川市）との協議が必要となります。 

電  力 

高圧供給  ：地区内に６ｋＶ配電線あり 
特別高圧供給：隣接する御津１区（１期）内に７７ｋ

Ｖ名古屋鋳鋼御津線あり 
※詳細は、中部電力パワーグリッド㈱ にお問合わせください。  

（高圧供給）豊橋営業所契約課グループ 

          電話：０５３２－５４－９７５７ 

 （特別高圧供給）岡崎支社 営業グループ 

          電話：０５６４－５５－５０４０ 

計画地盤高（平均） Ｔ．Ｐ＋２．５８ｍ（Ｄ．Ｌ．+４．００ｍ） 

建蔽率（容積率） ６０％（２００％） 

地域指定 工業専用地域、臨港地区（商港区） 

そ の 他 
用途及び利用計画の制限（公有水面埋立法） 

構築物の規制（愛知県臨港地区分区内構築物規制条例） 
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２ 分譲の概要 

 

（１）分譲区分 

売買（一括払いのみ。分納制度及びリース制度は導入していません。） 

 

（２）募集区画数 

８区画（５ページ「区画図」のとおり） 

   ※Ａ、Ｂ、Ｃの各区画をまたいでの同時取得はできません。 

※Ｂ区画は、複数区画（最大３区画まで）の取得が可能です。 

※Ｃ区画は、複数区画（最大４区画まで）の取得が可能です。 

※第２希望まで申込が可能です。 

（例）  

第一希望 Ｂ－２、第二希望Ｃ－１とＣ－２ ⇒○ 

第一希望 Ｃ－１とＣ－２ 第二希望 Ｃ－２とＣ－３ ⇒○ 

第一希望 Ｂ－１、第二希望Ｂ－３とＣ－４ ⇒× 

 

（３）申込の条件 

   申込者は、日本法人のみとし、次に掲げる条件をすべて備えている者とし

ます。 

① 法令等による位置付け（７ページ参照）に合致するものを立地すること。

特に注意する点として、公有水面埋立法による用途及び利用計画並びに愛

知県臨港地区分区内構築物規制条例に合致するものを立地すること。 

ただし、港湾法第２条第５項第９号の２に掲げる施設で使用する廃棄物

等の保管はできません（不明な点があればお問い合わせください）。 

② 原則として申込者が自ら土地・建物の所有者となること。 

  なお、土地所有者自らが操業する倉庫等を新設しない場合は、豊川市の

支援制度による補助金が受けられない場合があります。 

③ 地域社会の発展に寄与できること。 

④ 事業計画、資金計画が確実であること。 

⑤ 経営内容が健全で安全性、発展性が認められること。 

※経営内容の確認に当たり、企業信用調査会社による調査報告書を参考

とするため、別途調査を受けていただく場合があります。 

⑥ 公害防止対策が十分であり、周辺地域の生活環境への保全対策が十分で

あること。 

⑦ 「（７）豊川市と締結が必要な協定等」（４ページ）に示す内容を遵守す

ること。 
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（４）希望業種 

   物流業、倉庫業 

 

（５）分譲価格 

   ２９，１７２円／㎡ 

   （二方路又は三方路の接面道路加算率として２％が付加されています。 

    複数区画申込の場合で、合計面積が５ha 以上となる場合は、５％減額

になります。） 

 

（６）説明事項 

○ 当地区は保管施設用地（倉庫）及び流通施設用地（トラックターミナル）

としての分譲となります。 

○ 当地区で保管する資材及び荷物について、野積みでの保管はできません。 

○ 売主の契約不適合責任は、土地を引渡した日から２年間に限りますが、

その契約内容に適合しない事実には、次の(1)及び(2)を含みません。 

(1) 埋立地であることに由来する地盤沈下 

 当地区は、公有水面埋立法に基づいて浚渫土及び公共残土等により埋め

立てられた土地であり、将来地盤沈下が生じる可能性があります。 

(2) 埋立時の土砂流出防止対策としての仕切提又はこれに類するものに

由来する、捨石等の地中埋設物 

 当地区は、公有水面埋立法に基づいて埋め立てられた土地であり、埋立

時の土砂流出防止対策としての仕切提又はこれに類するものが設置され

ている可能性があり、当該構造物上では施設等の建設に支障を生じる場合

があります。 

〇 分譲区画の造成高は東京湾中等潮位＋２．５８ｍとなります。詳しくは、

資料編１５ページをご覧ください。 

〇 工業用水については、東三河工業用水道給水区域ですが、当地区の内陸

対岸までしか水道管が埋設されていないため、引き込むためには企業の負

担で新規敷設が必要となる場合があります。 

○ 今回の分譲申込は、愛知県企業庁仲介委託制度の対象外です。 

〇 当地区は、公有水面埋立法第２７条第 1項（資料編２３ページ参照）の

規定に基づき、土地売買契約後に愛知県知事に対し埋立地に関する権利移
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転許可の申請書（資料編２７ページ参照）を提出する必要があります。そ

のため、土地売買契約時には、この申請の許可が確定した場合に効力を生

ずる条件付き契約となります。この許可のあった日以降に、愛知県企業庁

が発行する納入通知書により、土地売買代金を納入していただきます。こ

の代金の納入があったときに、土地の所有権が移転します。 

 なお、不許可処分が確定した場合には、土地売買契約は失効し、この契

約に関する費用、損害賠償その他一切の金員を請求することができないも

のとします。 

〇 当地区は港湾法第３８条（資料編２３ページ参照）に定める臨港地区に

指定されており、港湾法第３８条の２第１項の行為を行う場合には、施設

建設工事着手の６０日前までに、港湾管理者の愛知県知事（愛知県三河港

務所）に対して「臨港地区行為届出書」（資料編２８ページ～３１ページ参

照）を提出する必要があります。 

〇 消火栓については、消防水利計画図（資料編３２ページ参照）のとおり

設置しますが、建築物の配置や規模によっては、土地の引渡し後、立地企

業により追加が必要となる場合があります。なお、防火水槽等の設置、管

理については別途豊川市消防本部予防課と協議してください。 

 

（７）豊川市と締結が必要な協定等 

立地企業には、豊川市と「公害の防止及び環境の保全に関する協定書」を

締結していただきます（資料編３３ページ参照）。 
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３ 位置図・区画図・区画面積・分譲価格 

＜位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜区画図＞ 

 

御津１区（２期） 

 ：今回分譲地 
  ：道路 
  ：緑地 
  ：ふ頭用地 

① 

② 

③ 

④ 

今回分譲する区画に接する区域内道路の幅員 

①～⑤：すべて１６ｍ 

なお、⑤については来年度完了予定 

⑤ 
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※ 分譲面積及び各延長は概算です。分筆・確定測量により面積及び延長が確

定します。 
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＜区画面積・分譲価格＞ 

 

区画 

番号 
分譲面積（※１） 分譲価格（※１） 

Ａ 約１８，２８０㎡ ５３３，２６４，１６０円 

Ｂ－１ 約４４，１２５㎡ １，２８７，２１４，５００円 

Ｂ－２ 約１６，１２６㎡ ４７０，４２７，６７２円 

Ｂ－３ 約１７，１２６㎡ ４９９，５９９，６７２円 

Ｂ区画計      約７７，３７７㎡  

Ｃ－１ 約１１，０１０㎡ ３２１，１８３，７２０円 

Ｃ－２ 約９，１６１㎡ ２６７，２４４，６９２円 

Ｃ－３ 約９，１６１㎡ ２６７，２４４，６９２円 

Ｃ－４ 約１１，０１１㎡ ３２１，２１２，８９２円 

Ｃ区画計      約４０，３４３㎡  

※１ 分譲面積及び分譲価格は概算です。分筆・確定測量により面積及び価格

が確定します。 

 

＜法令等による位置付け＞ 
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４ スケジュール 
 

○ 申込みから契約、引渡し、登記までのスケジュール 

内 容 時 期 

申込受付期間 
２０２２年８月２２日（月）から１１月３０日（水）まで 

（土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

 

内定（審査結果の通知） 

 

 

２０２３年２月（予定） 

※申込状況等により変更することがあります。 

 

基本協定の締結 

内定後、速やかに申込証拠金（分譲価格（概算）の１％）を預

託していただきます。 

※預託された申込証拠金は、土地売買契約締結時に売買代金に

充当されます。 

建設計画書 基本協定の締結から４か月を目安に提出していただきます。 

分筆、確定測量 

基本協定締結後、土地売買契約の締結の前までに愛知県企業庁

が実施します（確定測量により区画面積、分譲価格が確定とな

ります）。 

土地売買契約 

基本協定の締結から６か月以内に土地売買契約を締結していた

だきます。 

ただし、公有水面埋立法に基づく許可をもって、契約の効力が

生じます。 

公有水面埋立法第２７条第１項

に基づく権利移転申請書 

土地売買契約と同時に愛知県企業庁と連名で申請していただき

ます。 

（許可まで港湾課提出から２か月程度） 

土地売買代金の支払い 
公有水面埋立法の許可があった日以降、愛知県企業庁が発行す

る納入通知書の発行日の翌日から１５日以内 

土地引渡し 土地売買代金納入後、速やかに。 

所有権移転登記 

買戻権設定登記 
土地引渡し後、速やかに愛知県企業庁が嘱託で登記申請します。 
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５ 申込について 

 

（１）申込書類 

申込に際しては以下の書類の提出が必要となります。 

申込書類 提出部数 

ア 工業用地購入申込書（資料編１～３ページ） 

２部 

(１部はコピー

でも可) 

イ 会社案内（パンフレット）等 

ウ 定款 

エ 法人に係る登記事項証明書（全部事項証明書） 

オ 
最近期の法人税、事業税及び固定資産税の納税証

明書（未納税額がないことの証明） 

カ 
最近３年間の決算報告書（賃借対照表、損益計算

書） 

キ 役員の経歴書（資料編４ページ） 

ク 建設概要書及び利用概要書(資料編５～６ページ) 

ケ 立地意向関係調査書（資料編７～９ページ） 

※申込書類は、アからケまで順番に各１部ずつをＡ４ファイルにとじ込

み（計２冊）、表紙及び背表紙に企業名を記入してください。 

※第２希望までの区画を申込む場合は、それぞれの希望区画についてア

（資料編３ページのみ）及びクを作成いただき、追加提出してください。 

※エ、オは発行後３か月以内のものに限ります。 

※審査する上で、必要と認められる場合は、追加資料の提出を求めること

があります。 

※ケに関して、豊川市による問合せに別途ご協力をいただく場合があり

ます。 
 

（２）受付期間及び時間  

  ２０２２年８月２２日（月）から２０２２年１１月３０日（水）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

受付時間は、午前９時から午後５時まで  

（正午から午後１時までを除く。） 
 

（３）受付場所（①又は②のいずれか） 

    ①愛知県企業庁企業立地部企業誘致課  

企業誘致グループ 

＜住所＞愛知県名古屋市中区三の丸３－１－２ 

愛知県自治センター１２階 

＜電話＞０５２－９５４－６６９１ 
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②愛知県東京事務所産業誘致課 

＜住所＞東京都千代田区平河町２－６－３ 

都道府県会館９階 

＜電話＞０３－５２１２－１４２７ 

 

（４）受付方法 

   申込者が、前記①又は②のいずれかの受付場所に直接持参してください。 

   ※申込者は担当者の方で構いませんが、不動産会社等による代理の申込

はできません。 

 

（５）使用言語、通貨及び単位 

申込書類、審査、契約等の言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本

の標準時、メートル法及び計量法を使用することとします。 

 

（６）申込書類の取扱い 

提出された書類の内、１部は豊川市に協議のため提供します。 

提出された書類は、審査等のためにその写しを作成し、使用することがで

きるものとします。 

提出された書類は、条例等の規定による情報公開手続による場合を除き、

申込者の許可を得なければ公表しません。 

提出された書類は、返却しません。 

 

（７）費用の負担 

   この申込みに関し必要な費用は、申込者の負担とします。 

 

（８）審査除外対象 

   次に該当する場合は、審査対象から除外します。 

① 提出書類に虚偽の記載があった場合 

② その他、本分譲案内に違反した場合 

 

（９）その他 

受付期間中に申込みのなかった区画については、改めて、先着順による一

般分譲手続を行うこととします。 
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６ 審査方法 

 

（１）審査方法 

   申込書類に基づき、愛知県企業庁が設置する愛知県企業庁用地立地審査

委員会において、内定企業を決定します。 

また、すべての審査基準に合致する企業が同一区画に２社以上ある場合は、

豊川市が作成した「御津 1 区（２期）企業選定基準による評価内容」（資料

編１０ページ参照）に基づき豊川市が行った評価結果を踏まえて内定企業を

決定します。 

これによっても１社に決定できない場合は、抽選により決定します。 

 

（２）審査結果 

   審査結果は、文書で通知します。 

   なお、審査結果に対する問合せは一切受け付けません。 

 

＜参考＞ 

愛知県企業庁用地立地審査委員会 審査基準（抜粋） 

審査項目 基準・内容 

１．地域社会の発展に

寄与できること 

工業用地の建設目的が妥当であること 

企業が立地することにより地域振興に寄与できること 

地元市町村の同意が得られること 

２．事業計画が確実で

あること 

用地取得が投機的でなく、早期に建築操業され、長期に

わたり使用されること 

工場立地法、建築基準法その他の法規制を遵守するこ

とが確実であること 

３．経営内容が健全で

あり、確実性、発展性

が見込めること 

過去３年間の決算で、経常損失がないなど経営内容が

安定しており、かつ発展性が認められること 

４．公害防止対策が十

分であること 

公害防除のため各種関係法令に基づく基準及び手続き

を遵守するとともに関係官庁の指導に従うことが確実

であること。 

市町村が必要と認める場合は、公害防止協定を締結で

きること 
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７ 内定後から引渡しまで 

  内定から土地の引渡しまでのスケジュールは、次のとおりです。 

 

（１）基本協定の締結 

内定後、速やかに基本協定を締結していただきます。 

基本協定は、本件土地に係る土地売買契約締結に向けて、６か月間の優先

交渉権を確保することを目的とするもので、愛知県企業庁が定める様式によ

り締結します。 

基本協定書は、甲（愛知県）と乙（企業代表者）用に２通作成します。 

甲が保管する基本協定書には収入印紙（２００円分）を貼付していただき

ますが、乙が保管する契約書については、収入印紙の貼付はしません（印紙

税法第５条第２号に定める非課税文書に該当）。 

なお、基本協定に要する費用は全額負担していただきます。 

 

（２）申込証拠金の預託 

基本協定締結日の翌日から起算して１５日以内に、申込証拠金として、土

地売買代金（概算額）の１パーセントを預託していただきます。 

預託された申込証拠金は、契約の締結時において、土地売買代金に充当さ

れます。 

申込証拠金は、内定後に辞退あるいは基本協定に定める優先交渉期間内

に土地売買契約の締結ができないなどの理由により協定解除となった場合

は、返還できません。 

愛知県企業庁への支払いに当たっては、当庁が発行する納入通知書によ

り、当庁の指定金融機関に納入していただきます。 

なお、指定金融機関は、愛知県企業庁の収納取扱金融機関である「三菱Ｕ

ＦＪ銀行」及び「三井住友銀行」の２行です。「指定金融機関への納入」と

は、当庁指定金融機関の口座への入金がされることを指し、納入日は当該口

座への入金があった日となります。そのため、やむをえず２行以外の金融機

関で納入される場合は、指定金融機関口座に到達するまでに数日を要するこ

ととなり、納入期限日までに入金されない場合は、延滞金が発生することと

なりますので、十分ご注意ください。 

 

（３）建設計画書の提出 

建設計画書は、（４）土地売買契約書の添付書類とするため、基本協定締

結から４か月を目安に提出していただきます。記載方法等、詳細につきまし

ては、基本協定締結後に別途お渡しする「企業立地の手引き」をご覧くださ

い。 

 

（４）契約の締結 

基本協定締結後、６か月以内に土地売買契約を締結していただきます。 
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土地売買契約は、愛知県企業庁が定める「御津 1区（２期）工業用地売買

契約書」により締結します。ただし、公有水面埋立法第２７条第１項に基づ

く許可をもって契約の効力が生じます。 

契約書は、甲（愛知県）と乙（企業代表者）用に２通作成します。甲が保

管する契約書には契約金額に応じた収入印紙を貼付しますが、乙が保管する

契約書については、収入印紙の貼付はしません（印紙税法第５条第２号に定

める非課税文書に該当）。 

なお、契約に要する費用は全額負担していただきます。 

 

（５）土地売買代金の支払 

前項の公有水面埋立法の許可があった日以降、愛知県企業庁が発行する

納入通知書の発行日の翌日から起算して１５日以内に、土地売買代金を納入

していただきます。 

愛知県企業庁にお支払いいただく代金は、愛知県企業庁が発行する納入

通知書により、指定金融機関に納入していただきます。 

 

（６）土地の引渡し 

土地売買代金の支払いがあった後、速やかに、甲乙双方が立会い、引渡区

画の現況確認を行った上で土地を引渡します。 

 

（７）所有権の移転 

土地代金全額の支払いがあったときに、土地の所有権が移転します。 

所有権移転登記は愛知県企業庁が嘱託で行いますが、登記に必要となる

登録免許税は全額負担していただきます。 

なお、買戻特約をあわせて登記します。 

 

（８）権利の制限 

土地の引渡しを受けた日から１０年間は、建設計画書に基づく施設等の

用地以外の用途に利用することができません。また、土地の引渡しを受けた

日から３年以内に、施設等を建設し操業しなければなりません。 

なお、契約締結日から１０年間、次の行為をするときには、あらかじめ愛

知県企業庁の承諾が必要です。 

〇所有権移転後、土地の一部又は全部について、売買、譲与、交換、出資

等による所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をし、又は抵

当権、質権、地上権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用

及び収益を目的とする権利の設定（以下「権利の設定」という。）をす

ること。 

〇施設等の一部又は全部について、所有権の移転をし、又は権利の設定を

すること。 

〇建設計画書の重要な変更をすること。 
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（９）延滞金及び違約金 

申込証拠金あるいは土地売買代金を支払期日までに支払わなかった場合

は、未払金額及び遅延期間に応じて年１４．５パーセントの割合で計算した

延滞金が発生します。また、契約を解除した場合は、あらかじめ契約で定め

た金額の違約金を請求することがあります。 

 

（10）契約解除等 

① 契約解除 

契約に定める義務が履行されない次のような場合は契約を解除するこ

とがあります。 

〇土地売買代金を支払期限までに支払わないとき。 

〇土地の引渡しを受けた日から３年以内に、施設等を建設し操業しない 

とき（やむを得ず期限までに施設等を建設し操業することができない場

合に、あらかじめ、書面によりその理由及び新たな期限を明らかにして、

愛知県企業庁の承諾を得た場合は除く。）。 

〇土地の引渡しを受けた日から１０年の間に、建設計画書に基づく施設 

等の用地以外の用途に使用したとき。 

〇契約締結の日から１０年の間に、あらかじめ愛知県企業庁の承諾を得な

いで 所有権の移転をし、又は権利の設定を行ったとき。 

〇その他、契約違反の行為があったとき。 

 

② 買戻し 

次のような場合に、受領済の土地代金を返還して（利息を付しません。）、

土地の買戻しをすることがあります。 

〇土地の引渡しを受けた日から３年以内に、施設等を建設し操業しない 

とき（やむを得ず期限までに施設等を建設し操業することができない場

合に、あらかじめ、書面によりその理由及び新たな期限を明らかにして、

愛知県企業庁の承諾を得た場合は除く。）。 

〇土地の引渡しを受けた日から１０年の間に、建設計画書に基づく施設 

等の用地以外の用途に使用したとき。 

〇契約締結の日から１０年の間に、あらかじめ愛知県企業庁の承諾を得な

いで、所有権の移転をし、又は権利の設定を行ったとき。 

 

（11）その他 

土地売買契約は、日本国の法令に準拠します。 

契約に係る訴訟は、名古屋地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。 
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８ 優遇制度 

 愛知県及び豊川市では、企業立地に関する次のような支援制度をご用意して

います。 

 

【愛知県】 

 ●産業立地促進税制 

 ●パワーアップ資金「企業立地・地域未来投資」貸付制度 

  ＜問合せ先＞ 

愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 立地推進グループ 

  ０５２－９５４－６３７２（ダイヤルイン） 

 

【豊川市】 

●御津１区第２期分譲用地取得事業補助金 

 ●御津１区第２期分譲用地企業立地奨励金 

 ●立地奨励金 

 ●雇用促進奨励金  

＜問合せ先＞ 

  豊川市産業環境部企業立地推進課 

  ０５３３－８９－２２８７（ダイヤルイン） 

 

 その他、各種優遇制度の詳細等については、上記愛知県及び豊川市の担当課ま

でお問合せください。 
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 愛知県企業庁企業立地部 

 企業誘致課 企業誘致グループ 

 〒460－8501 

 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

（愛知県自治センター12階） 

 電話   052－954－6691（ダイヤルイン） 

 ＦＡＸ  052－961－7004 

 ＵＲＬ  https://www.pref.aichi.jp/youchi/ 
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